
 

株式��シュリセル（�下「甲」という）と           （�下「⼄」という）は、 甲の�

品リサーチ代⾏サービスに�する業�の�嘱に�し、�の�り��を��する。 

�1�（⽬的） ⼄は甲に�し、�品リサーチ代⾏サービスに�する業�、その他これに付帯する業�

（�下、「�件業 �」という）を�嘱し、甲はこれを受�する。 

�2�（��期間） 

1. ���の有�期間は令和5年1⽉5⽇から令和6年1⽉4⽇までとする。 

2. ���の��については、���了の1ヶ⽉前までに�者が協�のうえ、�酬・��期間を 

�り決めることができるものとし、別�書⾯にて����することとする。 

 

�3�（�酬�び��） 

1. ���に基づく�酬は金 60万円（�別）とする。 

2. �件業�にかかる���等の��は、�則として甲が負担するものとする。ただし、⼄の�頼に 

より��地��など��の��を必�とする場�には、別�協�のうえ�り決める。 

3. ⼄は��に�める�酬を、甲が発⾏する��書に基づき、甲の指�する�⾏⼝�への��により�

�うものとする。なお、��にかかる⼿�料は⼄の負担とする。 

 

�4�（�料・情�等） 

1. 甲は、⼄から貸�された�料、��等がある場�、�件業���の⽤�に使⽤してはならず、 

�良なる�理者の��義�をもって使⽤・保�・�理するものとする。 

2. 貸�された�料、��等が不�になった場�、���が��された場�、または⼄からの��があ

った場�、甲は貸�された�料、��等をすみやかに⼄に��するものとする。 

 

�5�（��保持） 

1. 甲および⼄は���履⾏上、知り得た相⼿型の��情�（各種データや��技�など）を�三者に 

漏洩してはならない。 

 

�6�（成果の�利および知的財��の�属） 

1. �件業�に基づき甲が⼄のために作成した成果物（中間成果物も�む）�び��の提供の�果、 

発⽣した著作��びその他の�体財��は、�件業�事前に甲が�に�有するものを�き、�て⼄に

�属し、その�利は甲から⼄に�償で��されるものとする。 

2. 甲は成果物に�する著作者���の�利を⾏使しないことを��する。 

業�����書 
法人名、または個人名を記入



�7�（�令��等） 

1. ⼄は業�を⾏う�、不当�品��び不当�⽰�⽌�、�����に�する�律、消�者���、その

他��の��を��する。 

2. ⼄が���に基づく業�を⾏なった�果、⼄がクレームを受けたときは、⾃らの責任と�⽤でクレー

ムに��し�決するものとする。 

 

�8�（�告義�） 

1. 甲⼄共に、�のいずれかに�当する場�、�やかに相⼿に�し書⾯で�告するものとする。 

2. ��、��、代�者、��金、���在地、��または�知先を�更したとき。 

3. 株主等の��構成に重⼤な�更があったとき。 

�9�（����⼒の��） 

1. 甲�び⼄は、⾃�の��者または⾃�の代理�もしくは��をする者が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、 

暴⼒団員でなくなったときから5年を��しない者、暴⼒団�構成員、暴⼒団���業、���等、 

���動�票ぼうゴロまたは��知�暴⼒�団等、その他これらに�ずる者（�下これらを「暴⼒団

員等」という。）に�当しないことを相�に��する。 

（1） 暴⼒団員等が��を�配していると�められる��を有すること 

（2） 暴⼒団員等が��に��的に��してると�められる��を有すること 

（3） ⾃⼰、⾃�もしくは�三者の不正の利�を�る⽬的または�三者に損�を�える⽬的も持って 

するなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると�められる��を有すること 

（4） 暴⼒団等に�して�金等を提供し、または便�を供�するなどの��を有すること 

（5） �員または��に��的に��している者が暴⼒団員等と��的に��されるべき��を有す

ること 

2. 甲または⼄は、前項の��に�して、相⼿型または相⼿の代理もしくは��をする者が暴⼒団員等で

あることが��したときは、何の�告もせず、���を��することができる。 

 

�10�（損��償） 

1. ���による業�に��し、甲ないし⼄の責に�すべき理由により相⼿�に損�が発⽣した場�、 

当�相⼿�は他�当事者に�して損��償を��することができる。 

2. ���は�品のリサーチ代⾏を⽬的としており、必ずしも�果や��を保�するというものではない

ことを双�に理�したとする。 

 

�11�（��の��） 

1. 甲または⼄は、相⼿�に�の各�のいずれかに�当する事由が⽣じたときは、何ら�告なしに���

を��することができる。 

（1） ���の⼀つにでも��したとき 

（2） 重⼤な�失または背�⾏為、�律��があったとき 

（3） ��いの�⽌、または�し押さえ、�売、破�⼿�き開�、�事再⽣⼿�き開�、などの申し�



（⼄） 

があったとき。 

（4） ⼿形���の���⽌処�を受けたとき 

（5） �租��の��処�を受けたとき 

（6） 暴⼒団員による不当な⾏為の�⽌等に�する�律に��する暴⼒団員または暴⼒団員でなくな

った⽇から5年を��しない者に事業活動を�配されるに�ったとき 
 

2. ⼄が���の��に��したときは、甲は何の�告なしに���を��することができる。この場

�、

甲は⼄に�し、�件��料を��する義�を負わない。また、損�が発⽣した場�、損��償を��

することができる。 

 

�12�（協�） 

1. ���の�めのない事項、���の�釈についての疑義、�び�常予測できない問題が発⽣したとき

は、甲⼄��を持って協�のうえ、�決する。 

 

�13�（���） 

���は、⽇�国�に��しそれに従って�釈されるものとする。 

�14�（����） 

甲�び⼄は、���に�し��上の��が⽣じたときは、��等に�じ、�戸簡易���を専属的��
�

����とする。 

���の成立を�するため、���書を2�作成し、甲、⼄それぞれ��捺�の上、各⾃1�を保有す

る。 

令和4年12⽉25⽇ 

（甲） �城�ひたちなか�はしかべ2-1-1T＆HビルB1F-B 

株式��シュリセル 

代���� 布� 由佳 

●法人名/個人名を記入
●法人の場合は代表者名を記入
●住所を記入

埼玉県〇〇市〇〇町1234-56
山田太郎

印鑑を押印する


